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委員会の審議・一般質問 

　
　
鯉
養
魚
の
今
後
の
見
通
し

　
　
に
つ
い
て
伺
う
。 

　
　
環
境
経
済
部
長
　
養
殖
再

　
　
開
の
１
つ
の
方
法
と
し
て
、

コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
が

存
在
す
る
環
境
に
お
い
て
も
発

病
し
な
い
鯉
、
い
わ
ゆ
る
耐
性

鯉
の
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
県
の
内
水
面
試
験
場
を

中
心
に
、
天
然
鯉
か
ら
採
卵
孵

化
し
た
鯉
を
一
部
の
養
殖
業
者

が
試
験
的
に
育
成
を
す
る
取
り

組
み
を
行
な
っ
て
お
り
、
そ
の

成
果
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

１
日
も
早
い
鯉
の
養
殖
の
再
開

に
向
け
、
県
の
関
係
機
関
の
ご

指
導
を
仰
ぎ
対
応
を
し
て
行
き

ま
す
。 

　
　
雪
入
山
砂
防
ダ
ム
の
設
置

　
　
に
つ
い
て
伺
う
。 

　
　
市
長
　
雪
入
の
砂
防
ダ
ム

　
　
に
つ
い
て
は
、
県
が
事
業

主
体
と
な
り
進
め
て
お
り
、
本

市
に
お
け
る
土
石
流
危
険
渓
流

箇
所
と
し
て
、
成
沢
・
桜
沢
・

峯
川
の
３
箇
所
が
指
定
さ
れ
、

平
成
１５
年
度
で
事
業
は
終
了
し

て
い
ま
す
。
本
件
に
つ
い
て
は
、

平
成
１３
年
１２
月
の
議
会
で
ご
質

問
を
受
け
、
県
に
要
望
を
し
た

経
過
が
あ
り
ま
す
。
引
き
続
き
、

要
望
を
し
て
行
き
た
い
と
思
い

ま
す
。 

鯉
養
魚
の
今
後
の
見
通
し
は 

県
で
耐
性
鯉
の
開
発
を
進
め
る 

QA

A Q

QA

▲成沢砂防ダム　 

質問事項  
 １.行政界について　（１）市町村境界について 
２.農水産行政について 
　（１）鯉養魚の見通しについて 
　（２）雑魚（アメリカナマズ）対策　（３）減反対策 
3.土木行政について 
　（１）雪入山砂防ダムについて 
　（２）県が進めている緊急対策道 （３）栗田橋について 
4.福祉行政について 
　（１）平成１０年３月２６日臨時議会で議決した角来地区
　　　の土地について 
 
 

山
内
庄
兵
衛 

議
員 

【付託案件】 
・かすみがうら市特別職の職員で非常勤のものの報
　酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 
・平成１７年度かすみがうら市一般会計補正予算 
  （第２号）中,総務委員会の所管に関する歳入歳出全般 
・土浦石岡地方広域市町村圏協議会を設ける普通地
　方公共団体の数の減少について 
・土浦石岡地方広域市町村圏協議会を設ける普通地
　方公共団体の数の増加及び規約の変更について 
・つくば市等公平委員会を共同設置する地方公共団
　体の数の減及びつくば市等公平委員会規約の変更
　について 
・和解について 

総務委員会 

【審議内容】 
Ｑ：損害賠償の積算根拠について伺う。 
Ａ：確たる算出根拠がないのが実情ですが，単
　　に契約金額によって算定するものではあり
　　ません。平成16年度の契約金額により，顧
　　問弁護士の見解を参考にしました。 
Ｑ：業務停止期間はどのくらいか伺う。 
Ａ：指名停止の基準に照らし合わせ，平成１７年
　　８月１日から平成１７年８月３１日までの１箇
　　月としました。 
 

　審議の結果につきましては，全議案とも全会一致で，
原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 

　委員会では，議案第62号の和解について審議
の結果，可決すべきものと決しました。 
　この内容については，法定・法定外公共物等
業務委託を結んでいた業者から，個人情報がイ
ンターネットの検索サイト上に表示されたこと
により，業務委託契約上の義務違反に当たると
し，債務不履行による損害賠償を市より委託業
者に請求したものです。相手方は，本件の対象
が個人情報流出という重大な法的利益に関する
ものであると，市からの損害賠償請求（賠償金１，
６３８，０００円）を全面的に認め、同意することに至っ
たもので，相手方から民法６９５条及び同法６９６
条の規定による和解の申し出が提出された内容
です。 

和解の内容 
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委員会の審議  

【付託案件】 
・かすみがうら市地域福祉センター建設審議会
　条例の制定について 
・かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例
　の一部改正について 
・平成１７年度かすみがうら市一般会計補正予算
　（第２号）中，文教厚生委員会の所管に関す
　る歳入歳出全般 
・義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願 
・「少人数学級」の導入によりきめ細かなゆき
　とどいた教育の実現を求める請願 

文教厚生委員会 

【審議内容】 
Ｑ：福祉センター用地の土地だけを先行取得
　　したことは，きわめて不透明な土地の購
　　入だと思う。平成１７年度供用開始が遅れ
　　た理由を伺う。 
Ａ：あくまで２大事業を優先させて，その
　　中で福祉センターに見合う補助事業を
　　導入しながら事業推進を図ったところ
　　でしたが，福祉センターの規模が３億
　　円からという大きな事業ですので，こ
　　れに見合う適切な補助事業の導入には至
　　らなかったということです。 
Ｑ：建設の設計は進んでいるのか伺う。 
Ａ：計画の内容は，平成１４年度に基本計画，
　　プランニングの図面等を作成した経過が
　　あります。 
Ｑ：医療福祉費の制度の見直しの中で，所得
　　制限については県とまったく同じか伺う。 
Ａ：そのとおりです。 

　旧霞ヶ浦町に同様な施設としてあじさい館が
あり，その内容が重複しないよう地域福祉セン
ター建設審議会で見直しを含め検討するよう要
望しました。 

【付託案件】 
・平成１７年度かすみがうら市一般会計補正予算
（第２号）中，建設委員会の所管に関する歳入
　歳出全般 
・平成１７年度かすみがうら市下水道事業特別会
　計補正予算（第２号） 
・市道路線の認定について 
・市道路線の認定について 
 

建設委員会 

【審議内容】 
Ｑ：下水道の公共枡の耐用年数は何年か伺う。
Ａ：コンクリート製と塩化ビニール製のも
　　のとがありますが，企業会計で言う耐
　　用年数はあると思います。通常は大き
　　な車両が乗るなどの外圧がかからなけ
　　れば半永久的なものです。 
Ｑ：市道○カ３４２４号線、市道○カ４３６６号線は、
　　いつ頃から認定の計画をしたのか。 
Ａ：市道○カ３４２４号線については，平成１３年
　　度に用地測量を終えています。市道○カ４３６６
　　号線については，平成１６年度に用地測量
　　を終えています。 
Ｑ：２路線とも都市計画上では無指定と聞い
　　ているが，もし無指定であれば将来を見
　　据え，新設道路に水道管の埋設を考えて
　　いるのか伺う。 
Ａ：関係課と協議して参りたいと思います。 

　総体的な意見として市政運営は，市民の負担
のもとに成り立っていますので，公正な予算執
行に努めて頂きたいと要望しました。 

▲福祉センター建設予定地 

▲公共汚水枡設置状況 




